
   

アップデート６．１７のご案内 

 

  拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は、「社労法務システム」を御愛顧いただきまして誠に 

ありがとうございます。 

  さて、このたび下記の内容のソフトウェア アップデートを行いましたので、ご確認下さい。 

 

敬具 

 

記 
 

 アップデート 6.17                                       

    ＜概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＜改訂履歴＞ 
 

バージョン アップデート公開日 改定項目 改定内容 

6.17.0 2025/12/05 － 初版 
                

 

 

 

 

 

 

 
 

－ 1 － 

１．本年度の年末調整の法改正対応（第３弾） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  １）給与支払報告書ファイル作成の改善 

  ２）通勤手当の非課税限度額改正の改善    

２．源泉徴収税額表の改正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

１）令和８年１月からの源泉徴収税額表の改正    

３．健康保険証廃止の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

１）保険証表記の改善    

４．その他改善と不具合の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

１）健康保険組合向けの賞与支払届の不具合対応 

２）扶養控除対象人数変更の不具合対応 

３）事前賃金データチェックリスト印刷の不具合対応 

４）源泉徴収票の不具合対応    

５．今後のアップデート予定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 
                 



   

アアアッッップププデデデーーートトト内内内容容容   

 

１．本年度の年末調整の法改正対応（第３弾）  

１） 給与支払報告書ファイル作成の改善 

特定親族特別控除の創設などに対応するように改善を行いました。  

２） 通勤手当の非課税限度額改正の改善 

   令和 7 年 11 月 19 日に所得税法施行令の一部を改正する政令が交付され、通勤のため自動車などの交通用具を 

使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 

本改正は、令和 7 年 11 月 20 日に施行され令和 7 年 4 月 1 日以降に支払われるべき通勤手当について適用されます。 

改正前に既に支払われた通勤手当については、年末調整にて精算を行うことになります。 

改正内容 

    

 

 

 

 

 

 
    

① 年末調整給与データ作成の改善 

      （１） 入力済みの通勤手当の非課税限度額の精算額についての改善 

       ・通勤手当の非課税限度額の精算額が入力されている場合は、精算額はクリアされません。 

          ・クリアされたい場合は、年末調整データ入力にて０円に手修正するか０円で取り込みを行ってください。 

② 年末調整データ入力の改善 

      （１） 給与データタブにて非課税額の精算入力ができるように改善を行いました。 

       ・個人情報の通勤手当に関する情報も表示されます。 

      （２） 非課税額精算の一括入力及び取り込みができるように改善を行いました。 

       ・個人情報の通勤手当の課税区分による対象者の絞り込みができます。 

       ・一覧形式による精算額の入力ができます。 

       ・給与明細データ又は賃金管理データより通勤手当を表示して自動精算ができます。 

       ・精算額を取り込むことができます。 

③ 源泉徴収簿の改善 

      （１） 枠外の左側下段に非課税額となる通勤手当が印刷されるように改善を行いました。 

④ 月例データ入力＆給与計算の改善 

   給与月度設定画面に「非課税限度額」が表示されます。     
２．源泉徴収税額表の改正  

１） 令和８年１月より源泉徴収税額表が改正されます。 

① 月例データ入力＆給与計算の改善 

   給与月度設定画面に「所得税率区分」が表示されます。 
   
３．健康保険証廃止の対応  

１） 健康保険証の廃止に伴い「保険証」の表記が調整されたため、以下画面に改善を行いました。 

・一括申請データ作成 

・マイナポータル 申請データ作成 

・健保厚年 取得・喪失・月変届（CD） 
                                                                                                         

－ 2 － 

区分 改正前 改正後 差額 

通勤距離が片道 10 ㎞以上 15 ㎞未満 7,100 円 7,300 円 200 円 

通勤距離が片道 15 ㎞以上 25 ㎞未満 12,900 円 13,500 円 600 円 

通勤距離が片道 25 ㎞以上 35 ㎞未満 18,700 円 19,700 円 1,000 円 

通勤距離が片道 35 ㎞以上 45 ㎞未満 24,400 円 25,900 円 1,500 円 

通勤距離が片道 45 ㎞以上 55 ㎞未満 28,000 円 32,300 円 4,300 円 

通勤距離が片道 55 ㎞以上 31,600 円 38,700 円 7,100 円 



   

 

   

４．その他改善と不具合の対応  

１） 健康保険組合向けの賞与支払届の不具合対応 

・健康保険に加入していない 70 歳以上被用者を申請に含めることができないとの報告がありましたので、 

以下画面の対応を行いました。 

 ・マイナポータル申請 データ作成 

 ・健保厚年 賞与等支払届（CD） 

２） 扶養控除対象人数変更の不具合対応 

・配偶者の源泉控除区分を「対象（配特控除）」又は「対象外同一生計（配）」に変更した場合に、 

「対象外」になってしまう場合があるとの報告がありましたので、対応を行いました。 

３） 事前賃金データチェックリスト印刷の不具合対応 

・年所得一覧表を実行した際に、本年支給合計又は見込支給額が、6,600,000 円以上 8,499,999 円以下の場合に 

本年分所得額又は見込所得額が正しい金額が表示されないとの報告がありましたので、対応を行いました。 

４） 源泉徴収票の不具合対応 

・源泉徴収票の用紙に誤字があるとの報告がありましたので、対応を行いました。 

 誤：控除対象扶養親族  正：控除対象扶養親族等 
   

５．今後のアップデート予定について  

その他の要望等による改善など 

※ 実際のアップデートについては、各対応が出来次第お送りいたします。 

※ アップデート予定については、予告なく変更される場合があります。 また、順番についても状況等により変更となる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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